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示 威 行 進 及 び 多 衆 の 参 加 す る 公 然 の 示 威 運 動 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。
平 成 2 9年 ３ 月 3 1日

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之
福 島 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ６ 号

示 威 行 進 及 び 多 衆 の 参 加 す る 公 然 の 示 威 運 動 に 関 す る 条 例 施 行 規 則
（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 則 は 、 示 威 行 進 及 び 多 衆 の 参 加 す る 公 然 の 示 威 運 動 に 関 す る 条 例 （ 昭 和
2 4年 福 島 県 条 例 第 1 5号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も
の と す る 。
（ 許 可 を 要 し な い 行 為 ）

第 ２ 条 次 に 掲 げ る も の は 、 条 例 第 １ 条 に 規 定 す る 示 威 行 進 又 は 示 威 運 動 に 含 ま な い も
の と す る 。
⑴ 葬 祭 、 神 社 及 び 仏 閣 の 例 祭 そ の 他 宗 教 団 体 の 行 う 行 事
⑵ ス ポ ー ツ 、 競 技 そ の 他 の 体 育 運 動
⑶ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 2 2年 法 律 第 2 6号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 又 は 同 法 第 1 2 4条 に 規
定 す る 専 修 学 校 若 し く は 同 法 第 1 3 4条 第 １ 項 に 規 定 す る 各 種 学 校 に よ っ て 実 施 さ れ
る 児 童 、 生 徒 及 び 学 生 の 隊 列

⑷ 前 ３ 号 の ほ か 、 示 威 的 運 動 に わ た ら な い も の
（ 許 可 申 請 の 手 続 ）

第 ３ 条 条 例 第 ２ 条 に 規 定 す る 許 可 の 申 請 は 、 示 威 行 進 （ 示 威 運 動 ） に 関 す る 許 可 申 請
書 （ 様 式 第 １ 号 。 以 下 「 許 可 申 請 書 」 と い う 。 ） に よ り 、 示 威 行 進 又 は 示 威 運 動 の 出
発 地 を 管 轄 す る 警 察 署 長 を 経 由 し て 、 福 島 県 公 安 委 員 会 （ 以 下 「 公 安 委 員 会 」 と い
う 。 ） に ２ 通 提 出 し て 行 う も の と す る 。
（ 許 可 申 請 の 受 理 ）

第 ４ 条 前 条 に 規 定 す る 警 察 署 長 が 許 可 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 公 安 委 員 会 が こ れ を
受 理 し た も の と す る 。
（ 公 安 委 員 会 へ の 進 達 ）

第 ５ 条 第 ３ 条 の 許 可 申 請 書 を 受 理 し た 警 察 署 長 は 、 関 係 警 察 署 長 と 連 絡 協 議 し 、 受 理

───────────────────────────────────────────────────────────
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の 日 時 及 び 許 可 又 は 不 許 可 に 必 要 な 意 見 を 付 し 、 公 安 委 員 会 に 進 達 し な け れ ば な ら な
い 。

２ 前 項 の 進 達 は 、 電 話 そ の 他 の 方 法 を も っ て 迅 速 か つ 確 実 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。
（ 許 可 の 条 件 ）

第 ６ 条 公 安 委 員 会 は 、 条 例 第 ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 共 の 秩 序 を 維 持 す る た め
に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 示 威 行 進 又 は 示 威 運 動 の 参 加 団 体 に 監 督 者 を 付 し 、
又 は 正 当 な 理 由 な く 道 路 に 停 滞 し 、 若 し く は 道 路 を 占 拠 し な い こ と 、 そ の 他 必 要 な 条
件 を 付 す こ と が で き る 。
（ 許 可 の 手 続 ）

第 ７ 条 公 安 委 員 会 は 、 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 許 可 を し た と き は 、 許 可 申 請 書
を 受 理 し た 警 察 署 長 に 許 可 及 び 許 可 に 必 要 な 前 条 の 条 件 を 指 示 す る も の と す る 。

２ 前 項 の 指 示 を 受 け た 警 察 署 長 は 、 許 可 に 必 要 な 条 件 を 許 可 証 （ 様 式 第 ２ 号 ） に 記 載
し 、 許 可 申 請 書 １ 通 を 添 付 の 上 、 主 宰 者 又 は 主 宰 す る 団 体 の 代 表 者 （ 以 下 「 主 宰 者
等 」 と い う 。 ） に 交 付 す る も の と す る 。
（ 不 許 可 の 手 続 ）

第 ８ 条 公 安 委 員 会 は 、 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 許 可 を し な か っ た と き は 、 許 可
申 請 書 を 受 理 し た 警 察 署 長 に 不 許 可 及 び そ の 理 由 を 指 示 す る も の と す る 。

２ 前 項 の 指 示 を 受 け た 警 察 署 長 は 、 不 許 可 の 理 由 を 不 許 可 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に 記
載 し 、 許 可 申 請 書 １ 通 を 添 付 の 上 、 主 宰 者 等 に 交 付 す る も の と す る 。
（ 県 議 会 へ の 報 告 ）

第 ９ 条 条 例 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 福 島 県 議 会 へ の 報 告 は 、 様 式 第 ４ 号 の 報 告 書 に
よ り 行 う も の と す る 。
（ 許 可 証 等 の 携 帯 ）

第 10条 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 主 宰 者 等 は 、 示 威 行 進 又 は 示 威 運 動 を 行 う 間
は 、 第 ７ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 許 可 証 及 び 許 可 申 請 書 （ 以 下 「 許 可 証 等 」 と い う 。 ） を
携 帯 し な け れ ば な ら な い 。

２ 主 宰 者 等 は 、 警 察 官 の 要 求 が あ っ た 場 合 に は 、 前 項 の 許 可 証 等 を 提 示 し な け れ ば な
ら な い 。
（ 委 任 ）

第 11条 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 福 島 県 警 察 本 部 長 が 別 に 定 め る 。
附 則

（ 施 行 期 日 ）
１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
（ 示 威 行 進 及 び 多 衆 の 参 加 す る 公 然 の 示 威 運 動 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 廃 止 ）

２ 示 威 行 進 及 び 多 衆 の 参 加 す る 公 然 の 示 威 運 動 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 2 9年 福 島
県 公 安 委 員 会 規 則 第 ５ 号 ） は 、 廃 止 す る 。
（ 経 過 措 置 ）

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 作 成 さ れ て い る 廃 止 前 の 示 威 行 進 及 び 多 衆 の 参 加 す る 公 然
の 示 威 運 動 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 以 下 「 廃 止 前 の 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る 様 式 に
よ る 用 紙 は 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

４ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 廃 止 前 の 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 行 わ れ た 行 為 で 現 に そ の 効
力 を 有 す る も の は 、 こ の 規 則 の 相 当 規 定 に 基 づ い て 行 わ れ た 行 為 と み な す 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 １ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）

年 月 日

福 島 県 公 安 委 員 会 殿

主 宰 者 又 は 主 宰 す る 団 体 の 代 表 者

住 所

氏 名 ㊞

生 年 月 日

電 話

示 威 行 進 （ 示 威 運 動 ） に 関 す る 許 可 申 請 書

次 の と お り 示 威 行 進 （ 示 威 運 動 ） を 実 施 し た い の で 許 可 し て く だ さ い 。

年 月 日 （ ）

１ 実 施 日 時 自 午 時 分

至 午 時 分

目 的

２ 及 び

性 質

集 合 の 場 所

行 進 の 順 路

３

及 び

そ の 略 図 （ 略 図 は 別 添 ）

参 加 予 定 人 数

４ 及 び

車 両 数
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主 宰 者 の 住 所

氏 名

５

所 属 団 体 名

及 び 地 位

参 加 団 体 の

６

名 称

道 路 使 用 の

７ 方 法

又 は 形 態

現 場 責 任 者 の

８ 住 所

及 び 氏 名

（電 話）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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様 式 第 ２ 号 (第 ６ 条 、 第 ７ 条 、 第 1 0条 関 係 )

福 島 県 公 安 委 員 会 指 令 （ 公 ） 第 号

許 可 証

年 月 日 付 け で 申 請 の あ っ た 示 威 行 進 （ 示 威 運 動 )に つ い

て は 、 次 の 条 件 を 付 し て 許 可 す る 。

年 月 日

福 島 県 公 安 委 員 会 印

条 件

第 号

道 路 交 通 法 （ 昭 和 3 5年 法 律 第 1 0 5号 ） 第 7 7条 の 規 定 に よ り 、 申 請 に つ い て 次 の

条 件 を 付 し て 許 可 す る 。

年 月 日

警 察 署 長 印

条 件

（ 教 示 ）

１ こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら

起 算し て３ か 月以 内に 、 福島 県公 安委 員 会に 審査 請 求を する こ とが でき ま す（ な

お 、 そ の 期 間 内 で あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る

と 審 査 請 求 を す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。

２ 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て ６ か 月 以 内 に 、 福 島 県 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 福 島 県 を 代 表 す る 者 は 、

福 島県 公安 委 員会 とな り ます 。） 、提 起 しな けれ ば なり ませ ん （な お、 そ の期 間

内 で あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消

し の訴 えを 提 起す るこ と がで きな くな り ます 。） 。 ただ し、 こ の処 分に つ いて １

の 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁

決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 し な け れ ば な

り ま せ ん （ な お 、 そ の 期 間 内 で あ っ て も 、 そ の 裁 決 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １

年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
様 式 第 ３ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）

福 島 県 公 安 委 員 会 指 令 （ 公 ） 第 号

不 許 可 通 知 書

年 月 日 付 け で 申 請 の あ っ た 示 威 行 進 （ 示 威 運 動 ） に つ い て は 、

下 記 の 理 由 に よ り 不 許 可 と す る 。

年 月 日

福 島 県 公 安 委 員 会 印

（ 不 許 可 の 理 由 ）

（ 教 示 ）

１ こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら

起 算し て３ か 月以 内に 、 福島 県公 安委 員 会に 審査 請 求を する こ とが でき ま す（ な

お 、 そ の 期 間 内 で あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る

と 審 査 請 求 を す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。

２ 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て ６ か 月 以 内 に 、 福 島 県 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 福 島 県 を 代 表 す る 者 は 、

福 島県 公安 委 員会 とな り ます 。） 、提 起 しな けれ ば なり ませ ん （な お、 そ の期 間

内 で あ っ て も 、 こ の 処 分 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消

し の訴 えを 提 起す るこ と がで きな くな り ます 。） 。 ただ し、 こ の処 分に つ いて １

の 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁

決 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 提 起 し な け れ ば な

り ま せ ん （ な お 、 そ の 期 間 内 で あ っ て も 、 そ の 裁 決 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １

年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。
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様 式 第 ４ 号 （ 第 ９ 条 関 係 ）

福 公 委 ( 公 ) 第 号

年 月 日

福 島 県 議 会 議 長 殿

福 島 県 公 安 委 員 会

示 威 行 進 (示 威 運 動 )に 対 す る 不 許 可 処 分 の 報 告 に つ い て

み だ し の こ と に つ い て 、 示 威 行 進 及 び 多 衆 の 参 加 す る 公 然 の 示 威 運 動 に 関 す

る 条 例 (昭 和 2 4年 福 島 県 条 例 第 1 5号 )第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 報

告 す る 。

記

１ 主 宰 者 又 は 主 宰 す る 団 体 の 代 表 者 の 住 所 及 び 氏 名

２ 示 威 行 進 (示 威 運 動 )の 実 施 日 時

３ 目 的 及 び 性 質

４ 集 合 の 場 所 及 び 行 進 の 順 路

５ 参 加 予 定 人 数 及 び 車 両 数

６ 不 許 可 理 由



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
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